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緊急事態宣言解除後の登校について 
 

日頃より、本校の教育活動に御理解、御協力をいただき、ありがとうございます。 

御家庭におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、時差登校など

様々なご対応、誠にありがとうございました。東京都におきましては、緊急事態宣言が解

除になりましたが、10月１日（金）から 10月 24日（日）までリバウンド防止措置期間

となります。これからは、学校における感染の発生や感染の再拡大のリスクを低減する

ため、今後も感染症の予防策を講じながら、生徒の学びの保障との両立を図り、学校の

「新しい日常」を定着させていきます。 

つきましては、下記のとおり、10 月４日（月）より当面の間、時差による登校を継続

させ、６時限の授業を再開しますのでお知らせします。また、登校に関しては、感染拡大

の状況によって変更等が生じる場合があります。ホームページでの確認など引き続き御

理解、御協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 時差による登校について 

   10 月４日（月）からは、現在実施している時程で６時限の授業となります。昼食

の持参をお願いします。オンラインによる健康観察、不織布マスクの着用などはこ

れまでと変わりません。 

 

２ 登下校時間について 

８時 40分から９時 15分の間に登校してください。下校は、16時 30分を完全下校

とし、放課後、特に用事の無い生徒は、寄り道せずに速やかに帰宅してください。 

 

３ 部活動について 

感染症対策を十分に講じ、生徒の安全を最優先した上で、全ての部活動の実施を可

能とします。活動時間については、長くとも平日では２時間程度、週休日（祝日等を

含む）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的かつ効率的・効果的な活動を

行うこととします。 
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